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3,000万円未満

5,000万円未満

5,000万円以上

・お借入期間中

除く）等で被災した場合に営業を継続するために

生じた追加費用を保険で

・保険金のお支払限度額は，ご融資金額に応じて以下の通り

者 直近決算の売上高が

途 事業資金（運転資金・設備資金）

経営サポート内容 ・ローンに保険がセットされた商品であり，お借入期間中に

（地震・噴火・津波を除く）により被災した場合，

工事の割増費用｣等

                  ・保険金のお支払限度額は，お借入時のご融資金額に応じて決定

            （保険金は実際に生じた費用についてのみ支払い

          ・保険料は銀行負担

         ・融資期間中，概ね２ヶ月に１回程度，担当者が訪問・フォローを実施
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3,000万円未満

5,000万円未満

5,000万円以上

お借入期間中に，

除く）等で被災した場合に営業を継続するために

生じた追加費用を保険で

・保険金のお支払限度額は，ご融資金額に応じて以下の通り

直近決算の売上高が

事業資金（運転資金・設備資金）

ローンに保険がセットされた商品であり，お借入期間中に

（地震・噴火・津波を除く）により被災した場合，

工事の割増費用｣等

保険金のお支払限度額は，お借入時のご融資金額に応じて決定

保険金は実際に生じた費用についてのみ支払い

・保険料は銀行負担

・融資期間中，概ね２ヶ月に１回程度，担当者が訪問・フォローを実施

ビジネスローンセンター
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お支払限度額

　　　500万円

　　1,000万円

　　3,000万円

，自然災害（地震・噴火・津波を

除く）等で被災した場合に営業を継続するために

生じた追加費用を保険で補償 

・保険金のお支払限度額は，ご融資金額に応じて以下の通り

直近決算の売上高が 500 億円以内の法人

事業資金（運転資金・設備資金）

ローンに保険がセットされた商品であり，お借入期間中に

（地震・噴火・津波を除く）により被災した場合，

工事の割増費用｣等，営業を継続するために生じた追加費用を

保険金のお支払限度額は，お借入時のご融資金額に応じて決定

保険金は実際に生じた費用についてのみ支払い

・保険料は銀行負担 

・融資期間中，概ね２ヶ月に１回程度，担当者が訪問・フォローを実施

ビジネスローンセンター
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除く）等で被災した場合に営業を継続するために 

・保険金のお支払限度額は，ご融資金額に応じて以下の通り 

 

ローンに保険がセットされた商品であり，お借入期間中に

（地震・噴火・津波を除く）により被災した場合，「仮店舗の借入費用」｢突貫

営業を継続するために生じた追加費用を

保険金のお支払限度額は，お借入時のご融資金額に応じて決定

保険金は実際に生じた費用についてのみ支払い） 

・融資期間中，概ね２ヶ月に１回程度，担当者が訪問・フォローを実施

保険料は 

銀行負担 

（2019

 

ローンに保険がセットされた商品であり，お借入期間中に火災や自然

「仮店舗の借入費用」｢突貫

営業を継続するために生じた追加費用を保険によって補償

保険金のお支払限度額は，お借入時のご融資金額に応じて決定 

 

・融資期間中，概ね２ヶ月に１回程度，担当者が訪問・フォローを実施
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「仮店舗の借入費用」｢突貫

保険によって補償

 

・融資期間中，概ね２ヶ月に１回程度，担当者が訪問・フォローを実施  

26 日現在）1912
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